
 

 

 

 

●上水道 
 

① 新たに水道を使うとき 

新たに水道を使うときや休止中の水道の

利用を再開されるときは、上下水道課へ使用

開始の連絡が必要です。 

 

② 水道の使用を中止するとき 

引っ越しなどで水道の利用を中止すると

きは上下水道課へご連絡ください。届出がな

いと水道を使用されていなくても基本料金

がかかります。 

「水栓番号」、「住所・名前」、「引っ越し日」 

「転居先」等をお知らせください。 

 

③ その他の変更 

上下水道課へご連絡ください。 

・ 名義を変えるとき 

・ 納付書の送付先を変えるとき 

・ 料金の支払方法を変更するとき 

 

④ 水道の故障・漏水 

漏水の確認は、水道メーターの「パイロッ 

ト」をご覧ください。 

ご家庭の蛇口をすべて閉めた状態で「パイ 

ロットマーク」が点滅していたら、どこかで

漏水しているおそれがあります。漏水の調

査・修理は、白老町指定給水装置工事事業者

にご連絡ください。 

（費用は個人負担となります。） 

 

※ 道路などの漏水を発見した場合は上下水道

課にご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

⑤ 水道工事を行うとき 

法令により町内の水道工事（新設・修理・撤去 

等）は、白老町指定給水装置工事事業者が行う

必要があります。 

水道工事を行う場合は、必ず白老町指定給水装 

置工事事業者にご依頼ください。 

 
 

⑥ 水道料金の支払方法 

水道料金の支払方法は、 納付書または口座振 

替のどちらかとなります。納付書払いの方は、

役場指定金融機関派出所・町が指定する金融機

関・コンビニでの支払いとなります。 

口座振替を希望される場合は、 町指定金融機 

関または上下水道課へ口座振替申込書を提出し

てください。  

 

◆ 業務時間 

   水道の給水開始・停止及びその他の変更手続

きは、役場の業務時間内（午前 8 時 30 分から

午後５時 15分）に上下水道課へご連絡下さい。 

   業務時間外及び土・日曜日、祝祭日、年末年

始日は対応できませんので、早目の連絡をお願

いいたします。 

 

【白老町指定給水装置・排水設備工事業者】 

事 業 者 住 所 電 話 

株式会社 北洋公管 若草町 1-2-20 ☎82-5959 

（株）太陽 字石山 7-53 ☎83-6666 

（株）新田工業 川沿 2-448 ☎82-2814 

（有）和光商事 字萩野 310-1 ☎83-3268 

ﾀﾅｶ･ﾗｲﾌｸﾘｴｲﾄ（有） 字竹浦 201-165 ☎87-4700 

村上設備 字竹浦 62-7 ☎87-3419 

※ 白老町外の市町村で営業する事業者も指定さ

れていますので、詳しくは白老町のホームペー

ジでご確認ください。 

 

上水道・下水道                       上下水道課 ☎82-2562 21 

 

パイロットマーク 
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●下水道 

 

① 排水設備工事を行うとき 

排水設備工事（新設、増改築等）を行う場

合は、必ず白老町指定排水設備工事業者にご

相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 下水道の正しい使い方 

下水道は、皆様の生活環境をより良くする

ための公共の財産です。 

下水を流すときには、故障の原因となるよ

うな物を流さないように、一人ひとりが注意

して、正しく使用しましょう。 

 

 

 

 

【下水道使用上の注意事項】  

・トイレでは、トイレットペーパー以外は流さ

ないようにしましょう！ 

・台所では、生ごみや廃油を流さないようにし

ましょう！ 

・天ぷら油等の廃油は、凝固剤で固めたり、 

新聞紙で吸い取り、燃えるゴミとして出しま

しょう！ 

・その他有害物質や引火の恐れがあるもの等を

流さないようにしましょう！ 

 

 

●下水道使用料金 

 
ご家庭や事業所から排出された汚水は、 下水道

管を通って下水処理場に集められ、 きれいな水に

して海や川へ戻します。 

このために、下水処理場の運転経費や、下水道

管の清掃・修繕経費およびその建設費の一部とし

て負担していただくのが下水道使用料です。 

 

 ※下水道使用料は、下表のとおり、水道の使用水

量に応じてかかります。水道料金と一緒に毎月

２５日までに納めていただきます。

●水道料金・下水道使用料 
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